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現行の小売託送供給約款 備 考  変更後の小売託送供給約款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 売 託 送 供 給 約 款 
 

（需要場所で払い出す託送供給） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年５月 1 日実施 

 

 

 

 

 

東京ガスネットワーク株式会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

小 売 託 送 供 給 約 款 
 

（需要場所で払い出す託送供給） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年４月１日実施 

 

 

 

 

 

東京ガスネットワーク株式会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行の小売託送供給約款 備 考  変更後の小売託送供給約款 

 

2020年 10月 14 日付 20200918 資第 46号  認可 

2024 年 ４月 19 日付 504-2024：060     届出 

 

変  更 

  

2025年 3月 21 日付 20250207 資第 7号  認可 

 

 

＜本 文＞ 

現行の小売託送供給約款 備 考  変更後の小売託送供給約款 

１８．精算額 

（１）個別契約中途解約精算額  

当社は、29（託送供給契約の継続、変更及び終了）（14）に基づき個別契約が契約期間満了日前に終

了したときには、①に定める算式によって算定する金額に消費税等相当額を加算した金額を、個別契

約中途解約精算額として申し受けます。 

ただし、当該個別契約と同一需要場所かつ同一需要家について終了日の翌日から個別契約（以下「新

契約」といいます。）を締結する場合であって、それまでの個別契約（以下「前契約」といいます。）

の流量基本料金から変更となるときには、当社は、終了日の属する月に、②に定める算式によって算

定する金額に消費税等相当額を加算した金額を、個別契約中途解約精算額として申し受けます。 

 

①１か月あたりの基本料金相当額 

×当該個別契約の終了日の属する月の翌月から契約期間満了月までの残存月数 

 

②（イ）新契約の流量基本料金が前契約から減少する場合 

｛（前契約の契約最大払出ガス量×前契約の流量基本料金単価） 

－（新契約の契約最大払出ガス量×新契約の流量基本料金単価）｝ 

×前契約終了日の属する月の翌月から前契約期間満了月までの月数 

 

ただし、新契約の料金が標準託送供給料金第１種である場合は、以下の算式といたします。 

 

前契約の１か月あたりの基本料金相当額 

×前契約終了日の属する月の翌月から前契約期間満了月までの月数 

 

（ロ）新契約の流量基本料金が前契約から増加する場合 

 

｛（新契約の契約最大払出ガス量×新契約の流量基本料金単価） 

－（前契約の契約最大払出ガス量×前契約の流量基本料金単価）｝ 

×前契約の契約開始月から終了日の属する月までの月数 

 

ただし、託送供給先需要家の消費機器の増設等による再契約のための中途解約であって契約期間中

において契約最大払出ガス量を増量することが合理的と認められる場合、供給者切替に伴う場合であ

って個別契約の諸条件に変更のない場合等、当社が認めたときには、上記の算式で算定する個別契約

中途解約精算額は申し受けません。 

 

 

 

変  更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １８．精算額 

（１）個別契約中途解約精算額  

当社は、29（託送供給契約の継続、変更及び終了）（14）に基づき個別契約が契約期間満了日前に終

了したときには、①に定める算式によって算定する金額に消費税等相当額を加算した金額を、個別契約

中途解約精算額として申し受けます。 

ただし、当該個別契約と同一需要場所かつ同一需要家について終了日の翌日から個別契約（以下「新

契約」といいます。）を締結する場合であって、それまでの個別契約（以下「前契約」といいます。）の

流量基本料金から変更となるときには、当社は、終了日の属する月に、②に定める算式によって算定す

る金額に消費税等相当額を加算した金額を、個別契約中途解約精算額として申し受けます。 

 

①１か月あたりの定額基本料金と流量基本料金の合計額 

×当該個別契約の終了日の属する月の翌月から契約期間満了月までの残存月数 

 

②（イ）新契約の流量基本料金が前契約から減少する場合 

｛（前契約の契約最大払出ガス量×前契約の流量基本料金単価） 

－（新契約の契約最大払出ガス量×新契約の流量基本料金単価）｝ 

×前契約終了日の属する月の翌月から前契約期間満了月までの月数 

 

ただし、新契約の料金が標準託送供給料金第１種である場合は、以下の算式といたします。 

 

前契約の１か月あたりの定額基本料金と流量基本料金の合計額 

×前契約終了日の属する月の翌月から前契約期間満了月までの月数 

 

（ロ）新契約の流量基本料金が前契約から増加する場合 

 

｛（新契約の契約最大払出ガス量×新契約の流量基本料金単価） 

－（前契約の契約最大払出ガス量×前契約の流量基本料金単価）｝ 

×前契約の契約開始月から終了日の属する月までの月数 

 

ただし、託送供給先需要家の消費機器の増設等による再契約のための中途解約であって契約期間中

において契約最大払出ガス量を増量することが合理的と認められる場合、供給者切替に伴う場合であ

って個別契約の諸条件に変更のない場合等、当社が認めたときには、上記の算式で算定する個別契約

中途解約精算額は申し受けません。 

 

 

 

  



＜附 則＞ 

現行の小売託送供給約款 備 考  変更後の小売託送供給約款 

１．実施期日 

この約款は、2024年５月１日から実施いたします。 

ただし、この約款の２（託送供給約款の認可及び変更）（２）の規定により、別表第 12（供給区域

等）のみを変更した場合には、変更後の別表第 12については、変更後の別表第 12に定める日から実

施いたします。 

また、別表第 12（供給区域等）の変更に伴い、別表第１（払い出すガスの圧力並びに払出エリア）

（４）の払出エリアを変更した場合には、変更後の別表第 12に定める日から実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更 

 

 

 

 

 

追  加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．実施期日 

この約款は、2025年４月１日から実施いたします。 

ただし、この約款の２（託送供給約款の認可及び変更）（２）の規定により、別表第 12（供給区域等）

のみを変更した場合には、変更後の別表第 12については、変更後の別表第 12に定める日から実施いた

します。 

また、別表第 12（供給区域等）の変更に伴い、別表第１（払い出すガスの圧力並びに払出エリア）（４）

の払出エリアを変更した場合には、変更後の別表第 12に定める日から実施いたします。 

 

２．この約款の実施に伴う切り替え措置 

― 標準託送供給料金第１種 ―  

（１）当社は、その初日が 2025 年３月 31 日以前に属し、その末日が 2025 年４月１日以降に属する算定期

間（以下「本算定期間」といいます。）については、次の算式によって算定する金額を託送供給料金とし

て申し受けます。 

 

（算式） 

託送供給料金 

＝①'＋②' 

 ①'＝①旧約款適用期間の料金に消費税等相当額を加えた金額 

①旧約款適用期間の料金（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

＝③旧約款別表第４の定額基本料金×Ｄ１／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋④旧約款別表第４の従量料金単価×Ｖ１ 

②'＝②本約款適用期間の料金に消費税等相当額を加えた金額 

②本約款適用期間の料金（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

＝⑤本約款別表第４の定額基本料金×Ｄ２／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て）  

＋⑥本約款別表第４の従量料金単価×Ｖ２ 

 

（備 考） （以下（２）から（４）においても同じ） 

旧約款＝2025年３月 31日まで適用された小売託送供給約款 

Ｄ＝本算定期間の日数 

Ｄ１＝Ｄのうち旧約款適用期間の日数 

＝本算定期間の初日から起算して 2025年３月 31日までの日数 

Ｄ２＝Ｄのうち本約款適用期間の日数 

 ＝2025年４月１日から起算して本算定期間末日までの日数 

Ｖ＝本算定期間のガス量 

Ｖ１＝Ｖのうち旧約款適用期間のガス量 

 ＝Ｖ×Ｄ１／Ｄ（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

Ｖ２＝Ｖのうち本約款適用期間のガス量 

 ＝Ｖ－Ｖ１ 

 

（２）当社は、（１）の料金の算定にあたって、旧約款別表第４および本約款別表第４においていずれの料金

表を適用するかは、本算定期間のガス量Ｖにより判定いたします。 

 

（３）当社は、（１）の料金の算定にあたって、本約款 17（８）の①から③のいずれかに該当する場合は、

旧約款適用期間の料金および本約款適用期間の料金を、それぞれ次の算式により日割計算します。 

（算式） 

①旧約款適用期間の料金（小数点第１位以下の端数切り捨て） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＝③旧約款別表第４の定額基本料金×Ｄ１／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋④旧約款別表第４の従量料金単価×Ｖ１ 

②本約款適用期間の料金（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

＝⑤本約款別表第４の定額基本料金×Ｄ２／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋⑥本約款別表第４の従量料金単価×Ｖ２ 

 

（４）当社は、（３）における旧約款適用期間の料金および本約款適用期間の料金の算定にあたって、旧約款

別表第４および本約款別表第４においていずれの料金表を適用するかは、次の算式により算定した１か

月換算ガス量により判定いたします。 

（算式） 

１か月換算ガス量＝Ｖ×30／Ｄ 

 

― 標準託送供給料金第２種 ―  

（１）当社は、その初日が 2025 年３月 31 日以前に属し、その末日が 2025 年４月１日以降に属する算定期

間（以下「本算定期間」といいます。）については、次の算式によって算定する金額を託送供給料金とし

て申し受けます。 

 

（算式） 

託送供給料金 

＝①'＋②' 

①'＝①旧約款適用期間の料金に消費税等相当額を加えた金額 

①旧約款適用期間の料金（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

＝③旧約款別表第４の定額基本料金×Ｄ１／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋④旧約款別表第４の流量基本料金単価×契約最大払出ガス量×Ｄ１／Ｄ（小数点第３位以下の

端数切り捨て） 

＋⑤旧約款別表第４の従量料金単価×Ｖ１ 

②'＝②本約款適用期間の料金に消費税等相当額を加えた金額 

②本約款適用期間の料金（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

＝⑥本約款別表第４の定額基本料金×Ｄ２／Ｄ（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋⑦本約款別表第４の流量基本料金単価×契約最大払出ガス量×Ｄ２／Ｄ（小数点第３位以下の

端数切り捨て） 

＋⑧本約款別表第４の従量料金単価×Ｖ２ 

 

（備 考） （以下（２）においても同じ） 

旧約款＝2025年３月 31日まで適用された小売託送供給約款 

Ｄ＝本算定期間の日数 

Ｄ１＝Ｄのうち旧約款適用期間の日数 

＝本算定期間の初日から起算して 2025年３月 31日までの日数 

Ｄ２＝Ｄのうち本約款適用期間の日数 

 ＝2025年４月１日から起算して本算定期間末日までの日数 

Ｖ＝本算定期間のガス量 

Ｖ１＝Ｖのうち旧約款適用期間のガス量 

 ＝Ｖ×Ｄ１／Ｄ（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

Ｖ２＝Ｖのうち本約款適用期間のガス量 

 ＝Ｖ－Ｖ１ 

 

（２）当社は、（１）の料金の算定にあたって、本約款 17（９）の①または②に該当する場合は、旧約款適

用期間の料金および本約款適用期間の料金を、それぞれ次の算式により日割計算します。 

（算式） 

① 旧約款適用期間の料金（小数点第１位以下の端数切り捨て） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．定期修理時等における取り扱い 

託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理（一定期間を限り定期的に行われる検査又は修理をいい

ます。）により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生じる場合等の取り扱

いに関しては、当社と託送供給依頼者で別途協議して定めます。 

 

３．約款等の閲覧場所 

この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。 

 

本社    〒105-8527 港区海岸 1-5-20 

託送受付センター   〒163-1059 新宿区西新宿 3-7-1 

日立導管・設備C  〒317-0073 日立市幸町 1-22-2 

群馬導管・設備C  〒370-0045 高崎市東町 134-6 

宇都宮導管・設備C  〒321-0953 宇都宮市東宿郷 4-2-16 

 

４．当社の導管事業の運営に使用するガスの取り扱い 

当社が導管事業を運営するために自らガスを使用するための諸施設（高圧幹線施設等）については、 

別表第 12（供給区域等）に定める供給区域等の需要場所としてみなします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更 

 

 

 

 

変  更 

 

 

 

 

 

 

 

 

変  更 

 ＝③旧約款別表第４の定額基本料金×Ｄ１／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋④旧約款別表第４の流量基本料金単価×契約最大払出ガス量×Ｄ１／30（小数点第３位以下の端数

切り捨て） 

＋⑤旧約款別表第４の従量料金単価×Ｖ１ 

② 本約款適用期間の料金（小数点第１位以下の端数切り捨て） 

＝⑥本約款別表第４の定額基本料金×Ｄ２／30（小数点第３位以下の端数切り捨て） 

＋⑦本約款別表第４の流量基本料金単価×契約最大払出ガス量×Ｄ２／30（小数点第３位以下の端数

切り捨て） 

＋⑧本約款別表第４の従量料金単価×Ｖ２ 

 

 

３．定期修理時等における取り扱い 

託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理（一定期間を限り定期的に行われる検査又は修理をいいま

す。）により受入地点において当社にガスを受け渡すことができない期間が生じる場合等の取り扱いに

関しては、当社と託送供給依頼者で別途協議して定めます。 

 

４．約款等の閲覧場所 

この約款並びに当社導管の経路の閲覧場所は以下のとおりです。 

 

本社    〒105-8527 港区海岸 1-5-20 

託送受付センター   〒163-1059 新宿区西新宿 3-7-1 

日立導管・設備C  〒317-0073 日立市幸町 1-22-2 

群馬導管・設備C  〒370-0045 高崎市東町 134-6 

宇都宮導管・設備C  〒321-0953 宇都宮市東宿郷 4-2-16 

 

５．当社の導管事業の運営に使用するガスの取り扱い 

当社が導管事業を運営するために自らガスを使用するための諸施設（高圧幹線施設等）については、 

別表第 12（供給区域等）に定める供給区域等の需要場所としてみなします 

 

 

 

 

＜（別表第４）料金表＞ 

現行の小売託送供給約款 備 考  変更後の小売託送供給約款 

 
４－１．東京地区等（45MJ地区） 
 

〔標準託送供給料金第１種〕 

１． 適用区分 

料金表Ａ ガス量が０立方メートルから 20立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｂ ガス量が 20立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｃ ガス量が 80立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｄ ガス量が 200立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｅ ガス量が 500立方メートルを超え、800立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｆ ガス量が 800立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

 

変  更 

 

  
４－１．東京地区等（45MJ地区） 
 

〔標準託送供給料金第１種〕 

１． 適用区分 

料金表Ａ ガス量が０立方メートルから 20立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｂ ガス量が 20立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｃ ガス量が 80立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｄ ガス量が 200立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｅ ガス量が 500立方メートルを超え、800立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｆ ガス量が 800立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 



２．料金表Ａ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３４５．００円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４７．９４円 

 

３．料金表Ｂ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３９５．００円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４５．４４円 

 

４．料金表Ｃ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ８０１．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４０．３６円 

 

５．料金表Ｄ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １，４５９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３７．０７円 

 

６．料金表Ｅ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２，３２９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３５．３３円 

 

７．料金表Ｆ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ６，９５３．４０円 

（２）従量料金単価 

２．料金表Ａ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３４５．００円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４７．９６円 

 

３．料金表Ｂ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ３９５．００円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４５．４６円 

 

４．料金表Ｃ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ８０１．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ４０．３８円 

 

５．料金表Ｄ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １，４５９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３７．０９円 

 

６．料金表Ｅ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２，３２９．４０円 

（２）従量料金単価 

１立方メートルにつき ３５．３５円 

 

７．料金表Ｆ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ６，９５３．４０円 

（２）従量料金単価 



１立方メートルにつき ２９．５５円 

 

 

〔標準託送供給料金第２種〕 

８．適用 

（１）別表第４（料金表）４－１の９、10、11の料金表の中から、いずれか１つを選択していただきます。 

（２）従量料金単価の「その他期」は、料金算定期間の末日が３月の定例検針日の翌日から 11月の定例検

針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が４月の定例検針日の翌日

から 12月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

（３）従量料金単価の「冬期」は、料金算定期間の末日が 11月の定例検針日の翌日から翌年の３月の定例

検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が 12月の定例検針日の翌日

から翌年の４月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

 

９．標準託送供給料金第２種その１ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２２７，５７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） １．３６円 

１立方メートルにつき（冬期） １．７２円 

 

10．標準託送供給料金第２種その２ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １０５，８４０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） ２．０１円 

１立方メートルにつき（冬期） ２．５０円 

 

11．標準託送供給料金第２種その３ 

（１）定額基本料金 

１立方メートルにつき ２９．５７円 

 

 

〔標準託送供給料金第２種〕 

８．適用 

（１）別表第４（料金表）４－１の９、10、11の料金表の中から、いずれか１つを選択していただきます。 

（２）従量料金単価の「その他期」は、料金算定期間の末日が３月の定例検針日の翌日から 11 月の定例検

針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が４月の定例検針日の翌日か

ら 12月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

（３）従量料金単価の「冬期」は、料金算定期間の末日が 11 月の定例検針日の翌日から翌年の３月の定例

検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

ただし、定例検針日が当社の第１営業日の場合は、料金算定期間の末日が 12 月の定例検針日の翌日

から翌年の４月の定例検針日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 

 

９．標準託送供給料金第２種その１ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき ２２７，５７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） １．３８円 

１立方メートルにつき（冬期） １．７４円 

 

10．標準託送供給料金第２種その２ 

（１）定額基本料金 

１か月及び１個別契約につき １０５，８４０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） ２．０３円 

１立方メートルにつき（冬期） ２．５２円 

 

11．標準託送供給料金第２種その３ 

（１）定額基本料金 



１か月及び１個別契約につき ４３，０７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） ３．４１円 

１立方メートルにつき（冬期） ４．１８円 
 

１か月及び１個別契約につき ４３，０７０．００円 

（２）流量基本料金単価 

1立方メートルにつき ６７５．００円 

（３）従量料金単価 

１立方メートルにつき（その他期） ３．４３円 

１立方メートルにつき（冬期） ４．２０円 
 

 

＜（別表第１０）料金の日割計算＞ 

現行の小売託送供給約款 備 考  変更後の小売託送供給約款 

 

料金の日割計算（１） 

 

― 標準託送供給料金第１種 ― 

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第４（料金表）のいずれ

の料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に 30を乗じ、次の日割計算日数で除した１か月換算ガス

量によります。 

 （１）日割計算後基本料金 

   定額基本料金×日割計算日数／30 

   （備 考） 

① 定額基本料金は、別表第４（料金表）における定額基本料金 

② 日割計算日数は、料金算定期間の日数 

③ 計算結果の小数点第３位以下の端数は切り捨て 

 （２）従量料金 

別表第４（料金表）における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。 

 

― 標準託送供給料金第２種 ― 

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。  

（１）日割計算後基本料金 

   （定額基本料金＋流量基本料金単価×契約最大払出ガス量）×日割計算日数／30 

   （備 考） 

① 定額基本料金は、別表第４（料金表）における定額基本料金 

② 流量基本料金単価は、別表第４（料金表）における流量基本料金単価 

③ 日割計算日数は、料金算定期間の日数 

④ 計算結果の小数点第３位以下の端数は切り捨て 

 （２）従量料金 

別表第４（料金表）における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。 

 

 

 

料金の日割計算（２） 

 

― 標準託送供給料金第１種 ― 

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第４（料金表）のいずれ

の料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に 30 を乗じ、30 から供給中止期間の日数を差し引いた

日数で除した１か月換算ガス量によります。 

 

変  更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

料金の日割計算（１） 

 

― 標準託送供給料金第１種 ― 

料金は、次の日割計算後定額基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第４（料金表）のいず

れの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に 30 を乗じ、次の日割計算日数で除した１か月換算ガ

ス量によります。 

 （１）日割計算後定額基本料金 

   定額基本料金×日割計算日数／30 

 （２）従量料金 

別表第４（料金表）における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。 

 （備 考） 

① 定額基本料金は、別表第４（料金表）における定額基本料金 

② 日割計算日数は、料金算定期間の日数 

③ 計算結果の小数点第３位以下の端数は切り捨て 

 

― 標準託送供給料金第２種 ― 

料金は、次の日割計算後定額基本料金、日割計算後流量基本料金、従量料金の合計といたします。  

（１）日割計算後定額基本料金 

   定額基本料金×日割計算日数／30 

 （２）日割計算後流量基本料金 

流量基本料金単価×契約最大払出ガス量×日割計算日数／30 

 （３）従量料金 

別表第４（料金表）における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。 

 （備 考） 

① 定額基本料金は、別表第４（料金表）における定額基本料金 

② 流量基本料金単価は、別表第４（料金表）における流量基本料金単価 

③ 日割計算日数は、料金算定期間の日数 

④ 計算結果の小数点第３位以下の端数は切り捨て 

 

料金の日割計算（２） 

 

― 標準託送供給料金第１種 ― 

料金は、次の日割計算後定額基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第４（料金表）のいず

れの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に 30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた

日数で除した１か月換算ガス量によります。 



（１）日割計算後基本料金 

   定額基本料金×（30－供給中止期間の日数）／30 

   （備 考） 

① 定額基本料金は、別表第４（料金表）における基本料金 

② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし，31日以

上の場合は 30 

③ 計算結果の小数点第３位以下の端数は切り捨て 

（２）従量料金 

別表第４（料金表）における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。 

 

 

― 標準託送供給料金第２種 ― 

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。 

（１）日割計算後基本料金 

   （定額基本料金＋流量基本料金単価×契約最大払出ガス量）×（30－供給中止期間の日数）／30 

   （備 考） 

① 定額基本料金は、別表第４（料金表）における定額基本料金 

② 流量基本料金単価は、別表第４（料金表）における流量基本料金単価 

③ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以

上の場合は 30 

④ 計算結果の小数点第３位以下の端数は切り捨て 

（２）従量料金 

別表第４（料金表）における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）日割計算後定額基本料金 

   定額基本料金×（30－供給中止期間の日数）／30 

（２）従量料金 

別表第４（料金表）における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。 

 （備 考） 

① 定額基本料金は、別表第４（料金表）における基本料金 

② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし，31日以上の場

合は 30 

③ 計算結果の小数点第３位以下の端数は切り捨て 

 

― 標準託送供給料金第２種 ― 

料金は、次の日割計算後定額基本料金、日割計算後流量基本料金、従量料金の合計といたします。 

（１）日割計算後定額基本料金 

   定額基本料金×（30－供給中止期間の日数）／30 

 （２）日割計算後流量基本料金 

流量基本料金単価×契約最大払出ガス量×（30－供給中止期間の日数）／30 

（３）従量料金 

別表第４（料金表）における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。 

 （備 考） 

① 定額基本料金は、別表第４（料金表）における定額基本料金 

② 流量基本料金単価は、別表第４（料金表）における流量基本料金単価 

③ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場

合は 30 

④ 計算結果の小数点第３位以下の端数は切り捨て 

 

 


